
平成３０年（厚）第６０７号

平成３１年１月３１日裁決

主文
　後記「事実」欄第２の２記載の原処分を取
り消す。

事実
第１　再審査請求の趣旨

　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、後記第２の２記載
の原処分の取消しを求めるということであ
る。

第２　再審査請求に至る経過
１　請求人は、在職中の老齢厚生年金の受

給権者であり、平成○年○月○日に７０
歳に達し、厚生年金保険の被保険者資格
を喪失したが、引き続き適用事業所に使
用されていることから、同月以降も在職
中の老齢厚生年金を受給している。

２　厚生労働大臣は、請求人の平成○年○
月分の老齢厚生年金につき、老齢厚生年
金の基本となる年金額○○○万○○○○
円から支給停止額○○万○○○○円を控
除した○○○万○○○○円（年額）を支
給する旨の処分をした（以下、支給停止
した部分を「原処分」という。）。その計
算は別紙１記載のとおりである。

３　請求人は、原処分を不服とし、標記の
社会保険審査官に対する審査請求を経
て、当審査会に対し、再審査請求をした。

第３　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由
第１　問題点

　本件の問題点は、請求人の平成○年○月
分の老齢厚生年金の支給停止額算定の基準
となる標準報酬月額をいくらとすべきかで
あり、請求人は○○万円であると主張し、
保険者は○○万円であると主張している。

第２　当審査会の判断
１　厚生年金保険法（以下「厚年法」とい

う。）第４６条第１項には、老齢厚生年金

の受給権者が被保険者である日又は７０
歳以上の使用される者である日が属する
月において、その者の標準報酬月額とそ
の月以前の１年間の標準賞与額の総額を
１２で除して得た額とを合算して得た額

（７０歳以上の使用される者については、
その者の標準報酬月額に相当する額とそ
の月以前の１年間の標準賞与額及び標準
賞与額に相当する額の総額を１２で除し
て得た額とを合算して得た額とする。以
下「総報酬月額相当額」という。）及び老
齢厚生年金の額を１２で除して得た額

（以下この項において「基本月額」とい
う。）との合計額が支給停止調整額を超え
るときは、その月の分の当該老齢厚生年
金について、総報酬月額相当額と基本月
額との合計額から支給停止調整額を控除
して得た額の２分の１に相当する額に
１２を乗じて得た額に相当する部分の支
給を停止する旨が、同条第２項には、厚
年法第２０条から第２５条までの規定は、
前項の７０歳以上の使用される者の標準
報酬月額に相当する額及び標準賞与額に
相当する額を算定する場合に準用する旨
が、同条第３項には、支給停止調整額は
４８万円とする旨がそれぞれ定められて
いる。

２　請求人は、平成○年○月○日に７０歳
に達したが、同月○日の時点では厚生年
金保険の被保険者であったのであるから、
同月が厚年法第４６条第１項の「老齢厚
生年金の受給権者が被保険者である日又
は７０歳以上の使用される者である日が
属する月」のいずれにも該当することは
明らかであり、在職支給停止の対象とな
る。そして、平成○年○月分の支給停止
額を算定する際に基準となる「その者の
標準報酬月額」又は「その者の標準報酬
月額に相当する額」はいずれも平成○年
○月のものであることも明らかである。
本件記録によれば、請求人の標準報酬月
額は平成○年○月以降○○万円とされて
いたが、平成○年○月ないし○月の報酬
月額はいずれも○○万○○○○円である
から、厚年法第２３条第１項によりその



翌月である同年○月から標準報酬月額が
改定（随時改定）され、その額は○○万
円となる。したがって、請求人の平成○
年○月分の支給停止額は、「標準報酬月
額」又は「標準報酬月額に相当する額」
を○○万円として厚年法第４６条の規定
に従い算定されるべきである。

３　これに対し、保険者は、平成○年○月
は厚生年金保険に係る被保険者資格の資
格喪失月であり、同保険の被保険者期間
に含まれず、保険料徴収の対象とならな
いことから、在職支給停止の計算時には
資格喪失月の前月の標準報酬月額がその
まま引き継がれるとして、標準報酬月額
を○○万円として支給停止額を算定すべ
きであると主張する。
　しかしながら、厚年法第４６条第１項
によれば、資格喪失月以降の厚生年金保
険被保険者期間に含まれない月であって
も支給停止の対象となるのであるから、
その月についても標準報酬月額又は標準
報酬月数に相当する額を定め、これを基
準に支給停止額を算出する必要があるこ
とは明らかであり、かつ、同条は、標準
報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
の算定について厚年法第２３条の随時改
定の規定の適用又は準用を排除していな
い。また、そもそも、在職支給停止制度
において、特定月の支給停止の要否及び
額を判断する際に、当該特定月が被保険
者期間に含まれないこと、保険料徴収の
対象ではないことを考慮要素とすること
の合理的な理由を見出すこともできない。
したがって、保険者の主張は採用するこ
とができない。

４　以上によれば、標準報酬月額を○○万
円として支給停止額を算定した原処分
は、違法であって取消しを免れない。
よって、主文のとおり裁決する。




